
平
成
十
六
年
政
令
第
三
百
九
十
三
号

武
力
攻
撃
事
態
及
び
存
立
危
機
事
態
に
お
け
る
捕
虜
等
の
取
扱
い
に
関
す
る
法
律
施
行
令

内
閣
は
、
武
力
攻
撃
事
態
に
お
け
る
捕
虜
等
の
取
扱
い
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
十

四
条
第
一
項
、
第
十
七
条
第
四
項
、
第
二
十
五
条
及
び
第
百
六
条
第
一
項
並
び
に
同
法
第
百
五
十
五
条
第
五
項
に
お

い
て
準
用
す
る
刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
四
百
九
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
法
第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
十
七
条
第
四
項
の
資
格
認
定
審
査
請
求
）

第
一
条
　
武
力
攻
撃
事
態
及
び
存
立
危
機
事
態
に
お
け
る
捕
虜
等
の
取
扱
い
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第

百
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
十
七
条
第
四
項
に
規
定
す
る
書
面
に
は
、
法
第

十
四
条
第
一
項
又
は
第
十
七
条
第
四
項
に
規
定
す
る
事
項
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一
　
資
格
認
定
審
査
請
求
（
法
第
三
条
第
十
三
号
に
規
定
す
る
資
格
認
定
審
査
請
求
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を

す
る
者
（
以
下
「
資
格
認
定
審
査
請
求
人
」
と
い
う
。
）
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

二
　
法
第
十
三
条
第
一
項
又
は
第
十
六
条
第
三
項
の
通
知
を
受
け
た
年
月
日
時

三
　
資
格
認
定
審
査
請
求
の
年
月
日
時

２
　
前
項
の
書
面
に
は
、
資
格
認
定
審
査
請
求
人
が
署
名
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
指
定
赤
十
字
国
際
機
関
）

第
二
条
　
法
第
二
十
五
条
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
赤
十
字
国
際
機
関
は
、
赤
十
字
国
際
委
員
会
と
す
る
。

（
法
第
百
六
条
第
一
項
の
資
格
認
定
審
査
請
求
）

第
三
条
　
法
第
百
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
書
面
で
資
格
認
定
審
査
請
求
を
す
る
と
き
は
、
当
該
書
面
に
は
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
資
格
認
定
審
査
請
求
人
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

二
　
資
格
認
定
審
査
請
求
の
趣
旨
及
び
理
由

三
　
法
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
抑
留
令
書
が
示
さ
れ
た
年
月
日

四
　
資
格
認
定
審
査
請
求
の
年
月
日

２
　
前
項
の
書
面
に
は
、
資
格
認
定
審
査
請
求
人
が
署
名
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
法
第
百
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
口
頭
で
資
格
認
定
審
査
請
求
を
す
る
と
き
は
、
資
格
認
定
審
査
請
求
人

は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
事
項
を
陳
述
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
前
項
の
資
格
認
定
審
査
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
同
項
の
陳
述
を
聴
取
し
た
捕
虜
資
格
認
定
等
審
査
会
の
庶
務

を
処
理
す
る
防
衛
省
本
省
の
職
員
（
法
第
百
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
抑
留
資
格
認
定
官
又
は
捕
虜
収
容
所
長

を
経
由
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
抑
留
資
格
認
定
官
若
し
く
は
そ
の
あ
ら
か
じ
め
指
名
す
る
職
員
又
は
捕
虜
収
容

所
長
若
し
く
は
そ
の
あ
ら
か
じ
め
指
名
す
る
職
員
）
は
、
当
該
陳
述
の
内
容
を
録
取
し
た
書
面
を
作
成
し
た
上
、

こ
れ
を
陳
述
人
に
読
み
聞
か
せ
て
誤
り
の
な
い
こ
と
を
確
認
し
、
陳
述
人
に
署
名
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
法
第
百
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
抑
留
資
格
認
定
官
又
は
捕
虜
収
容
所
長
を
経
由
し
て
資
格
認
定
審
査
請
求

が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
経
由
し
た
抑
留
資
格
認
定
官
又
は
捕
虜
収
容
所
長
は
、
第
一
項
又
は
前
項
の
書
面
を
、

直
ち
に
、
捕
虜
資
格
認
定
等
審
査
会
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
押
収
物
還
付
等
公
告
令
の
準
用
）

第
四
条
　
押
収
物
還
付
等
公
告
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
三
百
四
十
二
号
）
第
二
条
、
第
三
条
第
一
項
（
第
二
号

を
除
く
。
）
及
び
第
四
条
の
規
定
は
、
法
第
百
五
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
刑
事
訴
訟
法
第
四
百
九
十

九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
公
告
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
令
第
二
条
第
一
項
中
「
検

察
官
が
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
検
察
庁
の
掲
示
場
に
、
司
法
警
察
員
が
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
所
属
す
る
官

公
署
の
掲
示
場
に
、
そ
れ
ぞ
れ
」
と
あ
る
の
は
「
捕
虜
収
容
所
の
掲
示
場
に
」
と
、
同
令
第
三
条
第
一
項
中
「
検

察
官
が
刑
事
訴
訟
法
第
四
百
九
十
九
条
第
一
項
又
は
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
捕
虜
収
容
所
長
が
武
力
攻
撃
事
態

及
び
存
立
危
機
事
態
に
お
け
る
捕
虜
等
の
取
扱
い
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
百
五
十

五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
刑
事
訴
訟
法
第
四
百
九
十
九
条
第
一
項
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
刑
事
訴
訟
法

第
四
百
九
十
九
条
第
一
項
又
は
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
武
力
攻
撃
事
態
及
び
存
立
危
機
事
態
に
お
け
る
捕
虜
等

の
取
扱
い
に
関
す
る
法
律
第
百
五
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
刑
事
訴
訟
法
第
四
百
九
十
九
条
第
一
項
」

と
、
同
項
第
三
号
中
「
事
件
名
及
び
押
収
番
号
」
と
あ
る
の
は
「
現
金
の
持
参
又
は
送
付
の
年
月
日
そ
の
他
こ
れ

を
特
定
す
る
に
足
り
る
事
項
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
品
名
及
び
数
量
」
と
あ
る
の
は
「
金
額
」
と
、
同
令
第
四

条
第
二
項
中
「
検
察
官
又
は
司
法
警
察
員
」
と
あ
る
の
は
「
捕
虜
収
容
所
長
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
七
年
二
月
二
十
八
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
一
月
四
日
政
令
第
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
防
衛
庁
設
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
九
年
一
月
九
日
）
か

ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
八
月
二
〇
日
政
令
第
二
七
〇
号
）

こ
の
政
令
は
、
防
衛
省
設
置
法
及
び
自
衛
隊
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
九
年
九
月
一

日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
一
〇
月
二
二
日
政
令
第
二
一
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
刑
法
及
び
刑
事
訴
訟
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）

附
則
第
一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
二
年
十
月
二
十
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
五
月
三
〇
日
政
令
第
一
五
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
情
報
処
理
の
高
度
化
等
に
対
処
す
る
た
め
の
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三

年
法
律
第
七
十
四
号
）
附
則
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
四
年
六
月
二
十
二
日
）
か

ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
九
月
一
八
日
政
令
第
三
三
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
防
衛
省
設
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
七
年
十
月
一
日
）
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
三
月
二
五
日
政
令
第
八
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
我
が
国
及
び
国
際
社
会
の
平
和
及
び
安
全
の
確
保
に
資
す
る
た
め
の
自
衛
隊
法
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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